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滋賀県消費生活センター 

 

 

                               平成３０年８月発行 

第５２号の内容 

▼平成 2９年度の消費生活相談の状況 

  50 歳以上の女性からの「ハガキによる架空請求」の相談が急増 

  高齢者の消費生活相談件数が過去 10 年間で最多 

  お試しのつもりが定期購入だったという相談が２年で３倍に 

▼9 月 1７日（月・祝）消費生活フェスタを開催します！ 

 

 

 

 

平成 2９年度中に県内の消費生活相談窓口で受け付けた相談は、1３,７０４件

で、前年度（１２，５７７件）に比べ９．０％増加しました。特徴は次のとおりです。＜

詳細は当センターＨＰ：http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shohi/gaiyo/files/20180717.pdf＞ 
 

１ 50 歳以上の女性からの「ハガキによる架空請求」の相談が急増 

２ 高齢者の消費生活相談件数が過去 10 年間で最多 

３ お試しのつもりが定期購入だったという相談が２年で３倍に 

１ 50歳以上の女性からの「ハガキによる架空請求」の相談が急増！ 

「ハガキによる架空請求」の相談が前年度の 37 件

から 2,513 件へと急増し、全相談件数の約２割を占

めました。公的機関のような名称を名乗り、消費者を

不安にさせ金銭をだまし取る詐欺の手口です。50 歳

代、60 歳代の女性からの相談が全体の７割を占めて

います。 

 

 身に覚えのない請求は無視しましょう。記載の連

絡先に電話すると、弁護士などをかたり、裁判取下げ

費用がかかると言われ金銭を請求されます。 

 訴訟に関する書面はハガキで送られてくること

はありませんのでご注意ください。 

 

第５２号 

※実際に送付されたハガキの例→ アドバイス 
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２ 高齢者の消費生活相談件数が過去 10年間で最多 

高齢者（65 歳以上）の相談件数は 4,467 件で前年度（3,751 件）から増加に転じ、

過去 10 年間で最多となりました。全相談に占める高齢者の割合も３２．６％と前年度 

（２９．８％）より増加しています。 

  

 

 

 

 

 

 

《事例①・・・屋根修理工事の点検商法》 

屋根工事業者が来訪し、「屋根の漆喰がはがれている。格安で修理で

きる。」と言われたので修理してもらった。修理が終わってから、「瓦も

だいぶ歪んできているので、追加して修理したほうがよい」と写真で説

明され断りきれずに契約したが、やはり解約したい。（70歳代 女性か

らの相談） 

 

 

■ 必要な工事かどうかを、家族や周囲の人に相談したり、工事を頼  む

際には、複数業者から見積りを取るようにしましょう。訪問販売の場合、

工事が終わっていてもクーリング・オフができる場合があります。 

■ 高齢者を被害から守るためには、家族や地域の方々の見守りが 

重要です。 

①声をかける（困っていることはないか聞いてみる）、②話を聞く（一緒に

解決方法を考える）、③つなぐ（被害にあっていたら消費生活センターへの相談をすすめる）

ことを心がけましょう。 

３ お試しのつもりが定期購入だったという相談が２年で３倍に 

「お試し」や１回限りのつもりで申し込んだ

健康食品や化粧品等が、数か月の定期購入が条

件だったという「定期購入トラブル」に関する

相談が急増し、平成 27 年度の約３倍にのぼっ

ています。広告の表示が小さかったり、目立た

ない場所に記載されていたりするため、消費者

が定期購入が条件であることに気づかないまま

商品を購入しているケースが多くみられます。 

【高齢者からの相談割合の高い商品・サービス】 
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定期購入トラブルの相談件数推移件

H29 H28 H29 H28

1 修理サービス 45.3% 44.0% 86 81

2 放送サービス 44.8% 37.7% 139 60

3 相続、贈与等に関する問合せ 43.9% 44.3% 75 66

4 光回線・プロバイダ関連サービス 41.3% 34.1% 170 190

5 ハガキによる架空請求 38.4% 59.5% 966 22

順位 商品・サービス名 高齢者の割合 件数

アドバイス 
※消費者庁イラスト集より 
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《事例②・・・お試しのつもりで申し込んだら定期購入だったダイエット食品》 

ネットで「お試し 100 円」と広告しているダイエット食

品を見つけ、注文した。すぐに商品が届き代金を支払った。

１か月後に業者から「商品発送完了」とのメールが届き、

２回目の商品が発送されてくること、４回の定期購入であ

り総額では２万円以上かかることがわかった。１回限りの

購入だと思って申し込んだので、２回目以降の商品は受け

取りたくない。解約したい。（10歳代 女性からの相談） 

 

 

 広告に「お試し（価格）」「初回○円」「送料のみ」などの表示があるときは、①定期購入が

条件になっていないか、②定期購入期間内に解約が可能か、③解約の申し出先や方法（電話・

メール等）などについて、商品を注文する前に十分確認しましょう。 

 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。解約・返品ができるかどうかはホームペ

ージ内の「利用規約」や「特定商取引法上の表記」に書かれた条件に従うことになります。 

 注文の際の最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮るなど、契約内容について

記録を残しておきましょう。 

 

                                             

「困ったな」 「変だな」 と思ったらすぐに消費生活相談窓口にご相談ください  
  

滋賀県消費生活センター ０７４９－２３－０９９９ 

平日・土日 午前９時１５分から午後４時まで  祝日、年末年始は除く 

インターネット消費生活相談もあります（PC・スマホからアクセス） 

→http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shohi/sodan/netsodan.html 

消費者ホットライン ☎１８８（いやや！） 
県の消費生活センターや最寄りの市町の相談窓口につながります 

　10　↓ 自動車 220 8 7

　９　－ 移動通信サービス 242 9 9

　８　↓ 工事・建築 304 5 5

　７　↑↑ 放送サービス 310 12 13

　６　－ 健康食品 311 6 6

　５　↑ 賃貸住宅 322 7 4

　４　↓ 光回線・プロバイダ関連サービス 412 2 2

　３　↑ フリーローン・サラ金 434 4 3

　２　↓ インターネット情報サービス 1,495 1 1

　１　↑↑ ハガキによる架空請求 2,513 ― ―

平成29年度 28年度 27年度

順位 商品・役務名 件数 順位 順位

【相談件数の多い商品・サービス】 

アドバイス 

 

※消費者庁イラスト集より 
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「くらしのかわら版」第 52号（平成 30年 8月発行） 

滋賀県消費生活センター 

〒522-0071 彦根市元町 4-1   TEL 0749-27-2234  FAX 0749-23-9030 

 

ホームページ 

 

 

             メール 

http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shohi/   （パソコン）

http://www.pref.shiga.lg.jp/mobile/shohi/（携帯端末）        

cd30@pref.shiga.lg.jp  
次号は、平成３０年１０月下旬に発行予定です。 

 

９
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・
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）
に
消
費
生
活
フ
ェ
ス
タ
を
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し
ま
す
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消
費
生
活
に
つ
い
て
落
語
で
楽
し
み
な
が
ら
学

べ
る
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会
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ど
楽
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い
ス
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ー
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だ
く
さ
ん
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 ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
！ 

mailto:cd30@pref.shiga.lg.jp

